
- 1 -

参考４
ＢＳＥに関してよくある質問等について

（ＢＳＥについて）

Ｑ１．ＢＳＥとはどのような病気で、原因は何ですか。

Ｑ２．牛の病気であるＢＳＥと人の病気であるｖＣＪＤのとの関連について教えてくださ

い。

（ＢＳＥ対策について）

Ｑ３．現在の日本におけるＢＳＥ対策はどのようなものですか。

（検査について）

Ｑ４．ＢＳＥ検査の検出限界以下の量でもＢＳＥプリオンを食品を通じて摂取することに

より、ｖＣＪＤの発症の可能性があるのですか。

Ｑ５．３５０万頭の牛についてＢＳＥ検査を行ったとされていますが、それらの牛の月齢

。 、 。は把握されているのですか また ２０ケ月齢以下の牛がどれくらいいたのですか

（飼料規制について）

Ｑ６．ＢＳＥ感染を防ぐことが一番求められている事で、そのために肉骨粉などの動物性

蛋白質の飼料としての使用が禁止されたのはわかるのですが、国はその使用禁止が

適格に行われているか監視しているのでしょうか。

（中間とりまとめについて）

Ｑ７．米国産牛肉の輸入再開のためにこの時期に「中間とりまとめ」を行ったのではない

か。

（諮問について）

Ｑ８．全頭検査の変更に関して、現に、２１ヶ月齢の牛からの発見があるにもかかわら

ず、生後２０ヶ月以前の牛について全頭検査から除外の方針であることについて

不安に感じています。

（その他）

Ｑ９．ＢＳＥ報道で、一部のニュース番組や出版物で消費者の不安をあおるような報道が

されていました。食品安全委員会が中心になって、消費者に真実を伝えることが大

切であり、各メディアとの協力体制づくりが重要です。

Ｑ10．早期に米国産牛肉の輸入を再開してほしい。
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Ｑ１．ＢＳＥとはどのような病気で、原因は何ですか。

Ａ１． ＢＳＥはＴＳＥ（伝達性海綿状脳症：Transmissible Spongiform Encephalopath

y）という、未だに十分に解明されていない伝達因子（病気を伝えるもの）と関係

する病気のひとつで、牛の脳の組織にスポンジ状の変化を起こし、起立不能等の症

状を示す遅発性かつ悪性の中枢神経系の疾病です。

ＢＳＥの原因は、他のＴＳＥと同様、十分に解明されていませんが、プリオンと

いう通常の細胞タンパク質の異常化したものが原因と考えられていす。また、異常

化したプリオンは通常の加熱処理等では不活化されません。

Ｑ２．牛の病気であるＢＳＥと人の病気であるｖＣＪＤのとの関連について教えてくださ

い。

Ａ２． ＢＳＥとｖＣＪＤは、いずれも異常プリオンタンパク質が原因とされる脳がスポ

ンジ状になるＴＳＥ（伝達性海綿状脳症）のひとつであり、１９９６年３月、英国

においてこれらの関連の可能性が発表されました。現在でも、直接的な科学的根拠

は確認されていないものの、ｖＣＪＤの発症原因はＢＳＥの異常プリオンタンパク

質の摂取と関連すると考えることが最も妥当とされています。英国等では、食肉加

工の段階で機械を用いて回収された肉に異常プリオンタンパク質が存在しうるせき

髄が混入することも、ｖＣＪＤの発生要因であるとの報告が出されています。

実際に、英国におけるＢＳＥ発生件数は約１８万頭（２００４年３月時点 、世）

界全体におけるｖＣＪＤ患者のほとんどが英国に集中しています。なお、日本にお

けるＢＳＥ発生件数は１４頭、ｖＣＪＤ患者はひとりも報告されていません（２０

０４年１０月末時点 。）
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Ｑ３．現在の日本におけるＢＳＥ対策はどのようなものですか。

Ａ３． 平成１３年９月、我が国において初めてＢＳＥにり患した牛が発見されたことか

ら、同年１０月１８日より、食用として処理されるすべての牛を対象としたＢＳＥ

検査を全国一斉に開始するとともに、食肉処理時のＳＲＭ（特定部位：下図参照）

の焼却処分を義務化し、ＢＳＥにり患した牛由来の食肉等が流通しないシステムを

確立しています。

ＳＲＭ（特定危険部位）

これらと畜場での対策とあわせ、平成１３年９月に反すう動物由来の肉骨粉の反す

う動物への給与を禁止し、同１０月からは肉骨粉の飼料利用を全面的に禁止していま

す。しかし、感染原因の特定に至っていないことや交差汚染の可能性も否定できない

ことから、今後も飼料規制を確実に実施していくこととしています。

また、平成１５年１２月よりトレーサビリティ制度を確立し、生産・と畜段階にお

いて牛の出生情報等の個体識別の情報を記録することが義務付けられました。

なお、国内のＢＳＥの状況を把握するため、平成１６年４月から２４ヶ月齢以上の

全ての死亡牛について検査を実施しています。
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Ｑ４．ＢＳＥ検査の検出限界以下の量でもＢＳＥプリオンを食品を通じて摂取することに

より、ｖＣＪＤの発症の可能性があるのですか。

Ａ４． 現在の知見では、

（１）ＢＳＥプリオンの人についての感染量と発症の相関関係、特に、人への発症

最少量、反復投与による蓄積効果などについて未解明です。

（２）牛生体内でのＢＳＥプリオンの伝播様式、分布、増幅様式などについては、

未だ解明されていない部分が多い、とされています。

しかしながら、中間とりまとめにおいては 「検出限界以下の牛を検査対象から、

除外するとしても、現在の全月齢の牛を対象としたＳＲＭ（特定危険部位）の除去

措置を変更しなければ、それによりｖＣＪＤのリスクが増加することはないと考え

る 」とされており、検出限界以下のプリオンを含む牛についても、ＳＲＭ除去を。

確実に行えば、ｖＣＪＤのリスクが増加することはないと考えられています。

Ｑ５．３５０万頭の牛についてＢＳＥ検査を行ったとされていますが、それらの牛の月齢

。 、 。は把握されているのですか また ２０ケ月齢以下の牛がどれくらいいたのですか

Ａ５． わが国においては、従来より出生情報等が整備されており、約３年間にと畜され

た３５０万頭の牛の月齢分布が推定することができます。これによれば、２０ヶ月

齢以下の牛は全体の約１割と考えられます。

昨年１２月からは「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置

法」に基づき、生産・と畜段階において牛の出生情報等の個体識別のための情報を

記録するトレーサビリティ制度が義務付けられ、正確な月齢の判定が確実にできる

ようになっています。

また、本年１２月からは流通段階においても義務付けられ、消費者が牛肉の情報

を直接得られるようになります。

Ｑ６． ＢＳＥ感染を防ぐことが一番求められている事で、そのために肉骨粉などの動物

性蛋白質の飼料としての使用が禁止されたのはわかるのですが、国はその使用禁止

が的確に行われているか監視しているのでしょうか。

Ａ６． 現在行われている飼料規制により、ＢＳＥ発生のリスクは極めて小さいものと考

えられますが、飼料規制の実効性が保証されるよう行政当局によるチェックを引き

続き行うことが重要であると考えます。

リスク管理の問題になりますが、チェック体制としては （独）肥飼料検査所が、

肉骨粉製造工場及び飼料工場に立ち入り検査を行っています。また、交差汚染防止

のために牛用の飼料とその他の飼料を分離する体制を整えているところです。
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Ｑ７． 米国産牛肉の輸入再開のためにこの時期に「中間とりまとめ」を行ったのではな

いか。

Ａ７． 食品安全委員会では、発足直後の昨年８月の第１回プリオン専門調査会で「日本

のＢＳＥ問題全般について議論することが重要である 」とされ、本年２月よりＢ。

ＳＥ問題全般について科学的な議論を開始し、これまで種々の情報収集に努めると

ともに、海外の専門家からも意見を聴取するなどして議論を行ってきました。今後

、 。とも ＢＳＥ問題について公正中立な立場から科学的な議論を継続してまいります

、 、 、なお 今般の中間とりまとめは 日本におけるＢＳＥ対策を検証したものであり

米国におけるＢＳＥ対策を検証したものではありません。

従って、米国産牛肉の輸入再開についての検討などは行っておりません。

Ｑ８． 全頭検査の変更に関して、現に、２１ヶ月齢の牛からの発見があるにもかかわら

ず、生後２０ヶ月以前の牛について全頭検査から除外の方針であることについて不

安に感じています。

Ａ８． ２１ヶ月齢・２３ヶ月齢の牛については、他の感染牛に比べて、異常プリオンた

んぱく質量は微量であり、また、これまで、我が国で２０ヶ月齢以下のＢＳＥ感染

牛は確認されておりません 「中間とりまとめ」においては、検査法について、２。

０ヶ月齢以下の牛に由来するリスクの定量的な評価についてはさらに検討を進める

こととされています。

Ｑ９．ＢＳＥ報道で、一部のニュース番組や出版物で消費者の不安をあおるような報道が

されていました。食品安全委員会が中心になって、消費者に真実を伝えることが大

切であり、各メディアとの協力体制づくりが重要です。

Ａ９． 食品の安全性に関する正確な情報を、迅速に国民に提供していく上で、マスメデ

ィアの役割は重要なものと考えております。

このため、食品安全委員会としても 「中間とりまとめ」などについて、マスメ、

ディア関係者との懇談を実施するなど、正確な情報の提供に取り組んできたところ

です。また、関係府省が連携して全国各地で開催している各種意見交換会等にも、

多くのマスメディア関係者に参加いただいているところです。日頃の情報提供とと

もに、これらの機会を通じて、マスメディア関係者に正確な情報が伝わるよう、今

後も努めて参りたいと考えています。

Ｑ10．早期に米国産牛肉の輸入を再開してほしい。

Ａ10． 食品安全委員会は、国民の健康への悪影響を未然に防止する観点から。科学的な

食品健康影響評価を行うものです。このため、その解禁に当たっては、まず食品健

康影響評価を行う必要があると考えています。


